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平成２９年度第２４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３０年３月１９日 

                    担当部・課：福祉部 子育て支援課〔内線２５５１〕 

 

① 件  名 

 

石巻市小学校入学祝金支給事業の拡充について 

 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

石巻市小学校入学祝金支給事業については、平成２９年度から宮城県小学校入学準備支援事業補

助金を活用して、第３子以降の子が小学校に入学する際に、入学祝金として３０，０００円を支給

しているが、子育てで最も負担感が大きいとされる教育費への経済的支援の更なる拡充が求められ

ている。 

 

【目的】 

第２子以降の子を監護する保護者等に対して小学校入学祝金を支給することにより、少子化対策

の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

宮城県小学校入学準備支援事業補助金交付要綱 

石巻市小学校入学祝金支給要綱（平成２９年３月２７日告示第１１６号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

  第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

１  子育てを支援する環境を整備する 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２９年３月  宮城県小学校入学準備支援事業補助金交付要綱の制定 

  石巻市小学校入学祝金支給要綱の制定 

  （いずれも平成２９年４月１日施行） 

４月  小学校入学祝金申請受付 

～５月  

６月  小学校入学祝金を保護者に対して支給 

１１月  総合計画実施計画策定（平成３０年度～平成３２年度） 

      小学校入学祝金支給事業（新規掲載） 

⑤ 主な内容 

１． 第２子以降の子が小学校に入学する年の５月１日に市内に住所を有する保護者等に対して入学祝

金を支給する。 

２． 入学祝金の額は、子１人につき３万円とする。 

３． その他 

(1) 対象児童の入学先は，国公立・私立学校の別は問わず，市内に在住するすべての児童を対象とする。 

(2) 生活保護受給世帯，就学援助費受給世帯についても，併給を可能とする。 

(3) 対象世帯に対する所得制限は設けない。 

(4) 対象児童の兄姉の年齢による制限は行わない。 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

子育て家庭等における経済的負担が軽減されることにより、少子化対策の推進が図られる。 

 

【市財政への負担】 

１． 平成３０年４月に小学校入学予定の児童数 

 １，０２６名 

２． 平成３０年度小学校入学祝金の支給の対象者数（推計） 

第２子   ３７３名（３６．３５％） 

第３子以降 １６９名（１６．４０％） 

計     ５４２名（５２．７５％） 

３． 入学祝金の総額（平成３０年度当初予算額） 

第２子   １１，６４０，０００円 

第３子以降  ５，１６０，０００円 

計     １６，８００，０００円 

４． 入学祝金支給事業費の財源内訳 

県補助金   ２，５８０，０００円（補助率１／２、補助対象：第３子以降） 

市負担額  １４，２２０，０００円 

 

【参考】 

平成２９年度小学校入学祝金の支給総額（対象者） 

第３子以降  ４，８６０，０００円（１６２名） 

県補助金  ２，４３０，０００円 

市負担額  ２，４３０，０００円 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 県内の他市では、平成３０年度においても第３子以降の子に対して祝金等を支給する。 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

平成３０年３月 石巻市小学校入学祝金支給要綱の改正（平成３０年４月１日施行予定） 

５月 申請受付開始 

 

⑨その他 

 

 

 

 


